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「難民」認定の運用の見直しを求める意見書 

 

政府が，ロシアの侵略から日本に逃れたウクライナ避難民への生活費や医療費の支

援を決め，地方自治体による支援も広がりを見せている。  
難民条約では，「人種，宗教，国籍，特定の社会的集団の構成員，政治的意見」の５

つの理由で迫害されるおそれのある人が「難民」と定義されている。国連難民高等弁

務官駐日事務所が２０１５年に発表した「難民認定基準ハンドブック」では「疑わし

きは申請者の利益に」との原則が適用されており，難民認定においては人道支援の立

場から定義を拡大解釈することで，先進国のうちドイツでは申請者の８７パーセント

以上，イギリスでは９１パーセント以上が難民として認定されるまでに至っている。  
 よって，政府においては，難民支援で人道的な役割を積極的に果たすため，ウクラ

イナ避難民を含めた「難民」認定における解釈や運用を見直し，戦争や紛争から逃れ

た避難民を広く「難民」として支援することを求める。  

 

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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